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会
長
挨
拶
（
新
任
挨
拶
）　                     

宮
本　

好
彦
（
三
恵
苑
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
）

　

５
年
間
務
め
ら
れ
た
前
会
長
の
清
水
さ
ん
か
ら
の
指
名
を
受
け
、
平
成
20
年
５
月
末
日
の
総
会
に
於
い
て
承
認
を
い
た

だ
き
就
任
い
た
し
ま
し
た
。
行
政
各
位
、
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
連
絡
協
議
会
は
じ
め
関
係
各
所
の
皆
様
に
は
、
今
年
度
も
引

き
続
き
ご
支
援
ご
鞭
撻
を
頂
戴
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

私
が
当
協
会
に
入
会
し
た
の
は
こ
の
仕
事
に
就
く
と
同
時
、
介
護
保
険
制
度
施
行
後
半
年
ほ
ど
経
っ
た
頃
で
し
た
。
介

護
保
険
と
い
う
新
し
く
不
安
定
な
社
会
制
度
の
渦
中
で
、
相
身
互
い
研
鑽
し
合
っ
て
い
る
会
員
皆
さ
ん
方
の
職
業
意
識
は

高
く
、
神
々
し
い
と
さ
え
感
じ
た
も
の
で
す
。
現
在
も
同
士
の
皆
さ
ん
は
変
わ
ら
ず
熱
い
想
い
を
持
っ
て
業
務
に
邁
進
し

て
お
ら
れ
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

　

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
主
任
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
施
設
の
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
な
ど
活
躍
の
場
面
は
様
々
で
す
し
、今
な
お
未
成
熟
な
資
格
で
す
。
そ
ん
な
中
、私
た
ち
は
完
成
さ
れ
た
マ
ニ
ュ

ア
ル
や
細
か
い
ル
ー
ル
を
求
め
る
よ
う
で
は
、
仕
事
に
な
ら
な
い
こ
と
周
知
の
通
り
で
す
。
法
律
下
の
業
務
で
は
あ
っ
て

も
、我
々
に
は
託
さ
れ
て
い
る
許
容
範
囲
が
あ
り
、そ
れ
を
ど
れ
だ
け
運
用
で
き
る
か
、伴
っ
て
保
険
者
と
連
動
で
き
る
か
、

さ
ら
に
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
や
地
域
の
要
職
者
の
方
々
と
連
携
で
き
る
か
、
と
い
う
事
が
利
用
者
個
々
に
納
得
頂
く
た
め
の

ケ
ア
プ
ラ
ン
に
繋
が
り
ま
す
。
利
用
者
が
住
ま
う
そ
の
地
域
で
”
で
き
る
最
良
の
支
援
”
を
創
造
し
た
い
も
の
で
す
。

　

そ
の
た
め
の
同
士
と
の
情
報
共
有
・
事
例
の
協
働
・
課
題
の
抽
出
・
解
決
へ
の
糸
口
発
見
、
そ
う
い
う
事
に
今
年
も
大

い
に
協
会
を
活
用
し
“
自
己
更
新
”
を
継
続
し
て
く
だ
さ
い
。

　

最
後
に
、
今
年
も
労
を
共
に
す
る
40
名
ほ
ど
の
役
員
の
皆
様
へ
。「
役
員
会
」
は
単
な
る
企
画
会
議
や
議
案
討
議
の
場

で
は
な
く
、
市
内
で
行
わ
れ
る
業
界
最
強
の
情
報
交
換
の
場
で
す
!?
平
日
の
夜
間
が
多
く
大
変
ご
足
労
で
は
あ
り
ま
す
が
、

ど
う
ぞ
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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平
成
20
年
度
総
会
終
了
後
、
講
師

に
ケ
ア
タ
ウ
ン
総
合
研
究
所　

高
室

　

成
幸
氏
を
お
迎
え
し
、『
男
の
介

護
・
女
の
介
護　

～
「
性
差
」
か
ら

前
会
長
か
ら
会
員
の
皆
様
へ

　

広
報
誌
の
発
行
頃
に
は
梅
雨
空
も

晴
れ
、
夏
の
空
に
変
わ
っ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
？

　

皆
様
に
ご
報
告
が
ご
ざ
い
ま
す
。

平
成
20
年
５
月
31
日
通
常
総
会
に
お

い
て
、
５
年
間
努
め
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
会
長
職
の
任
を
解
か
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
事
を
ご
報
告
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

今
思
い
ま
す
と
自
分
が
会
長
と
し

て
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
５

年
間
は
、
３
市
の
合
併
に
伴
い
政
令

指
定
都
市
へ
の
移
行
や
岩
槻
市
と
の

合
併
な
ど
、
さ
い
た
ま
市
と
し
て
非

常
に
大
き
な
改
革
も
有
り
、
介
護
保

険
制
度
の
改
正
と
目
ま
ぐ
る
し
い
状

況
が
重
な
っ
て
き
た
時
期
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
が
、
協
会
と
し
て
の
体
制

や
基
盤
を
固
め
る
事
が
で
き
た
時
期

か
と
も
思
い
ま
す
。

　

今
後
は
協
会
会
長
と
し
て
「
大
宮

ケ
ア
マ
ネ
倶
楽
部
」
か
ら
の
戦
友
で

あ
る　

三
恵
苑
在
宅
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー　

宮
本
好
彦
氏
へ
バ
ト
ン
タ
ッ

チ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
宮
本
氏

は
、「
大
宮
ケ
ア
マ
ネ
倶
楽
部
」
か

ら
の
戦
友
と
な
り
信
頼
の
お
け
る
熱

い
話
の
で
き
る
方
で
す
。
会
長
と

し
て
会
員
の
方
へ
の
情
報
の
提
供
や

相
談
が
で
き
る
体
制
を
維
持
し
な
が

ら
、
他
機
関
と
の
連
携
を
よ
り
強
く

実
施
で
き
る
と
思
い
ま
す
の
で
よ
ろ

し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
ま
た
、
会

長
は
話
が
わ
か
る
方
で
す
、
皆
様
お

気
軽
に
お
声
掛
け
し
飲
み
会
に
誘
っ

て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
と
共
に
、

自
分
と
し
て
も
今
後
は
微
力
な
が
ら

顧
問
兼
副
会
長
と
し
て
お
手
伝
い
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
の

で
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。

　

最
後
に
、
皆
様
へ
こ
れ
か
ら
冷
房

が
入
り
体
調
を
崩
し
易
い
時
期
に
な

る
と
思
い
ま
す
の
で
、
体
調
を
崩
さ

れ
な
い
よ
う
に
お
気
を
つ
け
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
夏
に
向
け
て

パ
ワ
ー
全
開
で
頑
張
っ
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

さ
い
た
ま
市
介
護
支
援
専
門
員
協
会

「
平
成
20
年
度　

通
常
総
会
」

開
催
日　
　
　

平
成
20
年
５
月
31
日
（
土
）

開
催
場
所　
　

大
宮
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ
ー　

国
際
会
議
室

　

５
月
31
日
（
土
）
大
宮
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ
ー
に
て
「
平

成
20
年
度
さ
い
た
ま
市
介
護
支
援
専
門
員
協
会
通
常
総

会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
年
の
会
員
出
席
者
は
74
名
を
数
え
、
来
賓
に
さ
い
た

ま
市
保
険
福
祉
局
長　

盛
聖
氏
を
は
じ
め
行
政
よ
り
多
数

の
方
の
ご
出
席
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
来
賓
代
表
と
し
て
盛
聖
氏
よ
り
ご
挨
拶
を
い
た

だ
き
、
今
年
度
よ
り
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」「
特
定

健
診・特
定
保
健
指
導
」
が
開
始
さ
れ
る
な
ど
保
健・医
療・

福
祉
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
な
変
革
の
時
代
と
な
っ
て

い
ま
す
。
社
会
の
変
化
に
対
応
し
て
福
祉
に
期
待
さ
れ
る

役
割
は
拡
大
し
、
そ
の
内
容
も
高
度
化
、
専
門
化
し
て
い

ま
す
。
当
協
会
の
サ
ロ
ン
活
動
に
つ
い
て
、
お
互
い
の
顔

を
通
し
て
仕
事
が
で
き
る
の
は
大
変
良
い
こ
と
で
あ
り
、

今
後
の
活
動
に
期
待
す
る
と
と
も
に
さ
ら
な
る
連
携
を
図

み
る
認
知
症
・
虐
待
・
困
難
事
例
対

応
～
』
を
テ
ー
マ
に
講
演
を
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　
「
虐
待
」「
困
難
事
例
」
の
複
雑
化
・

り
、
そ
し

て
日
ご
ろ

の
介
護
事

業
の
運
営

に
際
し
、

御
礼
の
お

言
葉
を
い

た
だ
き
ま

し
た
。

　

議
案
に

つ
き
ま
し

て
は
滞
り

な
く
承
認

さ
れ
る
と
と
も
に
、
会
長
に
つ
き
ま
し
て
は
、
会
則
第

10
条
３
項
に
基
づ
き
前
会
長
の
ハ
ピ
ネ
ス
ケ
ア
（
株
）

清
水
政
和
氏
の
任
期
満
了
に
よ
り
三
恵
苑
在
宅
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー
宮
本
好
彦
氏
が
本
年
度
の
会
長
と
し
て
各

役
員
、
委
員
の
承
認
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
平
成
20
年
度
よ
り
協
会
に
お
い
て
組
織
体
制

の
編
成
を
行
い
新
た
な
船
出
と
な
り
ま
し
た
こ
と
を
ご

報
告
致
し
ま
す
。

平
成
20
年
度　

第
１
回
全
体
研
修

開
催
日　
　

平
成
20
年
５
月
31
日

開
催
場
所　
大
宮
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ
ー　

国
際
会
議
室

多
様
化
を
「
５
つ
の
要
因
」
に
分

け
て
、
要
因
毎
に
掘
り
下
げ
て
説

明
さ
れ
ま
し
た
。
ポ
イ
ン
ト
は
以

下
の
と
お
り
で
す
。

①
家
族
の
「
２
つ
の
性
質
」
が
も

た
ら
す
要
因

　

・
家
族
に
は
、「
大
人
に
な
る
ま

で
育
っ
た
家
族
」
と
「
大
人
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③
「
介
護
の
ス
ト
レ
ス
」
が
も
た

ら
す
要
因

　

本
人
（
介
護
者
）
の
自
分
や
周

囲
へ
の
「
思
い
込
み
」
や
、
不
安

や
不
満
の
「
抱
え
込
み
」
に
よ
り
、

「
介
護
ス
ト
レ
ス
関
連
症
候
群
」
に

陥
っ
て
し
ま
う
。

　

ひ
た
む
き
な
介
護
を
す
る
人
や

完
璧
主
義
的
に
介
護
を
す
る
よ
う

な
、
あ
る
意
味
「
自
分
中
心
的
」
な

方
は
、
極
度
の
心
身
疲
労
や
自
己

否
定
等
の
「
燃
え
尽
き
」
を
経
験

し
や
す
い
性
格
と
い
え
る
。

④
「
個
人
の
資
質
」
が
も
た
ら
す

要
因
～
本
人
・
介
護
者
～

　

・「
共
依
存
状
態
」「
極
度
の
ス

ト
レ
ス
」「
介
護
を
し
て
い
る

自
分
が
好
き
」「
暴
力
的
傾
向
」

等
の「
個
人
の
資
質
・
傾
向
」に
、

「
介
護
の
知
識
・
技
術
が
な
い
」

「
認
知
症
ケ
ア
の
知
識
」
が
無

い
事
が
プ
ラ
ス
さ
れ
る
と
…

虐
待
的
状
況
に
な
り
や
す
い
。

　
　

※
介
護
の
プ
ロ
か
ら
家
族
に

介
護
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
伝
え

る
べ
き
！

　

⑤
「
個
人
の
性
差
」
が
も
た
ら

す
要
因
～
本
人
・
介
護
者
～

に
な
っ
て
か
ら
育
て
た
家
族
」

の
２
つ
が
有
る
。

　

・
子
供
に
と
っ
て
家
族
（
親
子

関
係
）
は
「
や
め
ら
れ
な
い
」

「
選
べ
な
い
」
と
い
う
二
つ
の

性
質
が
あ
る
。

②
「
家
族
の
歪
み
」
が
も
た
ら
す

要
因

　

・
家
族
の
「
４
つ
の
機
能
」
は
、

「
子
育
て
・
教
育
」「
衣
・
食
・
住
」

「
心
の
安
定
」「
看
護
・
介
護
」

　

・
家
族
「
歪
み
」
の
３
つ
の
視

点
は
、「
育
っ
た
家
族
の
歪
み
」

「
育
て
た
家
族
の
歪
み
」「
家
庭

内
暴
力
・
共
依
存
」
で
あ
る
。

　
　

※
「
歪
み
」
が
あ
っ
て
も
、
家

族
を
「
や
め
ら
れ
な
い
」「
選

べ
な
い
」

　

・
男
の
「
介
護
」
の
「
３
大
ス

ト
レ
ス
」
は
、「
炊
事
」「
裁
縫
」

「
家
の
管
理
」
で
あ
る
。

　
　

※
「
炊
事
」
は
年
間
で

１
０
０
０
回
以
上
！
料
理

の
仕
方
な
ど
を
伝
え
る
べ

き
！
！

　

・「
家
族
」「
し
が
ら
み
」「
義

務
」「
責
任
」
と
い
う
４
つ
の

要
因
が
、
オ
ト
コ
の
介
護
を

「
逃
げ
場
」「
や
り
場
」
の
無
い

状
態
に
追
い
込
ん
で
し
ま
う
。

　

・
女
性
と
比
べ
る
と
男
性
は
、

「
我
慢
の
美
学
」
を
持
っ
て
お

り
、
黙
り
こ
ん
で
し
ま
う
事

が
多
い
。
ま
た
、
メ
ン
ツ
を

重
要
視
す
る
傾
向
が
あ
り
「
顔

を
た
て
て
く
れ
な
い
と
動
け

な
い
」
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

⑥
「
多
様
な
介
護
ス
タ
イ
ル
」
に

潜
ん
で
い
る
「
虐
待
の
芽
」「
困
難

事
例
」
を
予
知
予
見
す
る

　

・「
同
居
介
護
」
に
潜
む
虐
待
の

芽
→
「
閉
鎖
的
」「
家
族
の
疲

れ
の
慢
性
化
・
共
倒
れ
の
危

険
」「
家
族
に
負
担
が
集
中
す

る
」

　

・「
実
家
で
息
子
に
よ
る
介
護
」

に
潜
む
虐
待
の
芽
→
「
閉
鎖

的
」「
仕
事
と
介
護
で
疲
れ
が

慢
性
化
」「
家
事
が
特
に
ス
ト

レ
ス
」

　
　

※
息
子
が
離
婚
や
失
職
で
実

家
に
い
る
場
合
。

　

・「
老
夫
に
よ
る
妻
の
介
護
」
に

潜
む
虐
待
の
芽
→
「
ス
パ
ル

タ
介
護
」「
家
事
が
ス
ト
レ
ス
」

「
介
護
の
孤
立
化
」

　

・「
認
知
症
高
齢
者
介
護
」
の
「
見

え
な
い
負
担
」
→
「
会
話
が

な
り
た
た
な
い
」「
や
り
き
れ

な
さ
」「
親
子
の
逆
バ
ラ
ン
ス
」

「
躾
に
よ
る
体
罰
」
→
や
り
場

の
な
い
徒
労
感
を
生
み
出
す
。

　

・
以
上
の
よ
う
な
「
虐
待
の
芽
」

に
注
意
し
な
が
ら
、
虐
待
が
生

じ
て
し
ま
う
リ
ス
ク
を
予
知

予
見
し
て
お
く
事
が
重
要
！

尚
、
虐
待
の
現
象
は
「
身
体

的
虐
待
」「
心
理
的
虐
待
」「
情

緒
的
虐
待
」「
経
済
的
虐
待
」「
性

的
虐
待
」「
劣
悪
な
環
境
的
虐

待
」
の
６
種
類
で
あ
る
。

　
　

※
本
人
に
と
っ
て
１
番
ツ
ラ

イ
の
は
「
邪
魔
者
扱
い
さ
れ

て
無
視
さ
れ
る
→
情
緒
的

虐
待
」

　

・
虐
待
の
発
見
が
遅
れ
る
原
因

は
…

　
　

１
．
家
の
恥
と
思
う
事
や
子

供
や
配
偶
者
を
か
ば
い
…
「
本

人
が
隠
し
た
が
る
！
」

　
　

２
．
介
護
者
が
虐
待
を
し
て

い
る
と
い
う
…
「
自
覚
が
な

い
！
」

　
　

３
．
介
護
者
の
介
護
に
関
す
る

知
識
等
の
…
「
認
識
不
足
！
」

↓

　
　
「
抑
止
力
の
な
い
家
庭
内
虐

待
」
へ
と
発
展
し
て
い
く
…

　
　

※
ヘ
ル
パ
ー
が
サ
サ
ッ
と
出

来
る
事
が
家
族
に
も
出
来

る
と
は
限
ら
な
い
！

　
　

→
介
護
の
仕
方
等
を
家
族
に

伝
え
る
の
が
大
事
！

以
上
で
す
。

　

虐
待
や
困
難
事
例
が
発
生
し
て

か
ら
慌
て
る
の
で
は
な
く
、
家
族

の
性
質
や
性
差
、
介
護
の
ス
タ
イ

ル
等
か
ら
虐
待
の
リ
ス
ク
を
予
知

予
見
し
て
対
応
し
た
り
、
家
族
に

家
事
や
介
護
技
術
を
伝
達
し
て
い

く
事
の
重
要
さ
が
確
認
で
き
た
研

修
で
し
た
。

　

※
や
は
り
、
全
て
の
基
本
は

「
し
っ
か
り
ア
セ
ス
メ
ン
ト
」
と
い

う
事
で
し
ょ
う
か
。
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さ
い
た
ま
市
介
護
支
援
専
門
員
協
会
会
則

第
１
章　

総
則

　
（
名
称
）

第
１
条　

本
会
の
名
称
は
、
さ
い
た
ま
市
介
護
支
援
専
門
員

協
会
と
す
る
。

　
（
目
的
）

第
２
条　

本
会
は
、
介
護
支
援
専
門
員
の
資
質
の
向
上
と
介

護
支
援
専
門
員
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
図
る
こ
と
に
よ

り
、
介
護
支
援
業
務
の
円
滑
な
推
進
に
資
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

　
（
事
業
）

第
３
条　

本
会
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
次

の
事
業
を
行
う
。

　
（
１
）
介
護
支
援
専
門
員
の
専
門
的
知
識
及
び
技
術
の
向
上

に
関
す
る
こ
と
。

　
（
２
）
介
護
支
援
専
門
員
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
に
関

す
る
こ
と
。

　
（
３
）
介
護
支
援
専
門
員
の
業
務
を
遂
行
す
る
う
え
で
必
要

と
な
る
情
報
の
収
集
と
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

　
（
４
）
上
記
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
目
的
を
達
成
す
る
た
め

に
必
要
な
こ
と
。

第
２
章　

会
員

　
（
会
員
及
び
賛
助
会
員
）

第
４
条　

本
会
は
会
員
及
び
賛
助
会
員
（
以
下
「
会
員
等
」

と
い
う
。）
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

２　

会
員
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
第
２
条
の
目
的

に
賛
同
す
る
者
と
す
る
。

　
（
１
）
さ
い
た
ま
市
に
住
所
ま
た
は
勤
務
先
を
有
す
る
介
護

支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
合
格
者
で
あ
っ

て
、
実
務
研
修
を
終
了
し
て
い
る
者
。
ま
た
は
入
会

年
度
内
に
実
務
研
修
を
終
了
す
る
見
込
み
の
者

　
（
２
）
そ
の
他
本
会
が
特
に
入
会
を
認
め
た
介
護
支
援
専
門

員
。

３　

賛
助
会
員
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
第
２
条
に

掲
げ
る
目
的
に
賛
同
す
る
者
と
す
る
。

　
（
１
）
企
業
・
民
間
業
者
等
の
団
体
組
織
に
所
属
す
る
個
人

　
（
２
）
学
識
経
験
者

　
（
３
）
そ
の
他
本
会
が
入
会
を
認
め
た
者

　
（
入
会
）

第
５
条　

本
会
に
入
会
を
希
望
す
る
者
は
、
会
費
を
添
え
て

入
会
申
込
書
を
本
部
事
務
局
に
提
出
し
、
役
員
会
の
承
認

を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

入
会
申
込
書
に
よ
る
登
録
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

に
は
、
本
部
事
務
局
に
書
面
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
（
会
費
）

第
６
条　

会
員
は
会
費
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

会
員
の
会
費
の
額
は
、
１
人
年
額
５
，０
０
０
円
と
す
る
。

た
だ
し
、
年
度
後
期
（
10
月
１
日
以
降
）
入
会
者
は

２
，５
０
０
円
と
す
る
。

３　

賛
助
会
員
の
会
費
の
額
は
、
１
人
年
額
５
，０
０
０
円
と

す
る
。
た
だ
し
、
年
度
後
期
（
10
月
１
日
以
降
）
に
入
会

し
た
場
合
に
つ
い
て
も
同
額
と
す
る
。

４　

会
費
の
納
入
方
法
は
、
指
定
の
口
座
振
込
み
と
す
る
。

　
（
退
会
）

第
７
条　

会
員
等
は
、
退
会
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
本
部

事
務
局
に
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
の
申
し
出
を
行
い
届
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

会
員
等
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
退
会
し
た
も
の
と
み
な

す
。

３　

正
当
な
理
由
が
な
く
前
条
に
規
定
す
る
会
費
を
１
年
以

上
納
入
し
な
か
っ
た
と
き
。

　
（
除
名
）

第
８
条　

会
員
等
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

き
は
、
会
長
は
、
役
員
会
の
協
議
を
経
て
、
本
会
か
ら
除

名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
に
は
、
当

該
会
員
に
対
し
て
弁
明
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
（
１
）
本
会
の
運
営
に
著
し
い
支
障
を
与
え
た
場
合

　
（
２
）
本
会
の
名
誉
を
著
し
く
傷
つ
け
，
又
は
会
則
及
び
倫

理
に
反
す
る
重
大
な
行
為
の
あ
っ
た
場
合

　
（
拠
出
金
品
の
不
返
還
）

第
９
条　

退
会
し
、
又
は
除
名
さ
れ
た
会
員
等
が
既
に
納
入

し
た
会
費
、
そ
の
他
拠
出
金
は
返
還
し
な
い
。

第
３
章　

組
織

　
（
役
員
）

第
10
条　

本
会
に
、
次
の
役
員
を
置
く
。

　
（
１
）
会
長　
　
　
　
　
　

１
名

　
（
２
）
副
会
長　
　
　
　
　

２
名

　
（
３
）
事
務
局
長　
　
　
　

１
名

　
（
４
）
研
修
委
員
長　
　
　

１
名

　
（
５
）
広
報
委
員
長　
　
　

１
名

　
（
６
）
地
区
幹
事
長　
　
　

２
名

２　

本
会
の
役
員
は
、
会
長
、
副
会
長
、
事
務
局
長
、
研
修
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委
員
長
、
広
報
委
員
長
、
地
区
幹
事
長
と
し
、
総
会
に
お

い
て
会
員
の
中
か
ら
選
出
す
る
。

３　

会
長
は
役
員
会
で
選
出
し
総
会
で
承
認
す
る
。

４　

副
会
長
、
事
務
局
長
、
研
修
委
員
長
、
広
報
委
員
長
、

地
区
幹
事
長
は
会
長
が
指
名
し
、
総
会
で
承
認
す
る
。

５　

監
事
は
２
名
と
し
、
総
会
に
お
い
て
役
員
以
外
か
ら
選

出
す
る
。

　
（
職
務
）

第
11
条　

会
長
は
本
会
を
代
表
し
、
会
務
を
統
括
す
る
。

２　

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
が
不
在
の
時
、
会

長
に
事
故
が
あ
る
時
、
会
長
が
欠
け
た
時
は
、
そ
の
職
務

の
代
行
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
務
を
代
行
す

る
副
会
長
は
、
あ
ら
か
じ
め
会
長
が
指
名
す
る
も
の
と
す

る
。

３　

事
務
局
長
は
、
本
会
の
運
営
業
務
を
遂
行
す
る
。

４　

役
員
は
、役
員
会
を
構
成
し
、会
務
の
執
行
を
決
定
す
る
。

さ
ら
に
、役
員
の
う
ち
、第
10
条
1
項
の
（
１
）
か
ら
（
６
）

に
つ
い
て
は
、執
行
部
を
組
織
し
て
、運
営
の
中
枢
と
な
る
。

５　

研
修
委
員
長
は
、
研
修
副
委
員
長
と
研
修
委
員
会
を
構

成
し
て
、
地
区
幹
事
長
と
連
携
を
は
か
り
、
研
修
計
画
、

研
修
会
の
開
催
、
講
師
依
頼
の
調
整
等
を
行
う
。
ま
た
、

各
区
よ
り
研
修
会
の
開
催
希
望
が
あ
っ
た
場
合
、
副
研
修

委
員
長
と
地
区
幹
事
長
と
協
議
の
上
、
研
修
計
画
の
調
整

及
び
把
握
に
努
め
る
。

６　

広
報
委
員
長
は
、
広
報
副
委
員
長
と
広
報
委
員
会
を
構

成
し
て
、
地
区
幹
事
長
と
連
携
を
は
か
る
と
共
に
各
区
広

報
委
員
か
ら
の
各
区
の
活
動
状
況
を
把
握
し
て
、
広
報
誌

の
発
行
、
協
会
の
普
及
・
Ｐ
Ｒ
活
動
に
努
め
る
。

７　

地
区
幹
事
長
は
、北
地
区
幹
事
長【
西
区
・
北
区
・
大
宮
区
・

見
沼
区
・
岩
槻
区
担
当
】・
南
地
区
幹
事
長
【
中
央
区
・
桜
区
・

浦
和
区
・
南
区
・
緑
区
担
当
】
を
置
き
、
担
当
各
区
の
統

轄
を
行
い
、
活
動
の
把
握
に
努
め
る
。
ま
た
、
役
員
と
し

て
、
他
の
役
員
に
担
当
区
の
活
動
内
容
の
説
明
や
報
告
を

行
う
と
共
に
各
区
の
幹
事
に
対
し
て
地
区
幹
事
長
と
し
て
、

研
修
計
画
や
各
区
内
の
会
員
の
交
流
活
動
等
の
把
握
に
努

め
る
。

８　

各
区
の
代
表
幹
事
は
、
副
幹
事
と
連
携
を
し
て
各
区
の

活
動
の
中
心
と
な
る
。
区
内
で
活
動
を
行
う
際
は
、
活
動

計
画
の
企
画
や
調
整
を
行
い
、
地
区
幹
事
長
に
相
談
、
報

告
を
行
う
と
共
に
区
内
の
会
員
へ
連
絡
を
行
う
。
但
し
、

区
内
の
会
員
の
規
模
や
代
表
幹
事
・
副
幹
事
の
み
で
円
滑

な
活
動
が
難
し
い
場
合
は
、
代
表
幹
事
の
判
断
で
区
内
の

活
動
に
協
力
で
き
る
会
員
を
指
名
し
て
、
協
力
を
依
頼
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
に
は
、
地
区
幹
事
長
に
事
前

に
報
告
し
了
解
を
得
る
こ
と
と
す
る
。

９　

監
事
は
、
本
会
の
会
計
及
び
業
務
の
執
行
を
監
査
す
る
。

　
（
任
期
）

第
12
条　

役
員
の
任
期
は
、
１
年
と
す
る
。
た
だ
し
補
欠
役

員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２　

役
員
は
、
再
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

役
員
は
、
辞
任
し
た
場
合
ま
た
は
任
期
満
了
の
場
合
に

お
い
て
も
、
後
任
者
が
就
任
す
る
ま
で
は
、
そ
の
職
務
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
解
任
）

第
13
条　

役
員
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

き
は
、
任
期
の
途
中
で
あ
っ
て
も
総
会
の
評
決
に
よ
り
解

任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
１
）
心
身
の
故
障
等
の
た
め
職
務
の
執
行
に
耐
え
ら
れ
な

い
と
認
め
ら
れ
る
と
き

　
（
２
）
役
員
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き

　
（
補
助
組
織
の
設
置
等
）

第
14
条　

会
長
は
、
役
員
会
の
承
認
を
得
て
、
委
員
会
、
専

門
部
会
等
の
補
助
組
織
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
事
務
局
）

第
15
条　

本
会
の
事
務
局
は
、
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
下
町
3

丁
目
8
番
3
号　

財
団
法
人
さ
い
た
ま
市
在
宅
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス
公
社
内
に
置
く
。　

　
（
顧
問
）

第
16
条　

本
会
に
専
門
的
な
知
識
の
サ
ポ
ー
ト
を
目
的
に
顧

問
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２　

顧
問
は
、
会
員
以
外
の
者
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

顧
問
は
、
学
識
経
験
者
、
保
健
・
医
療
・
福
祉
経
験
者
等
、

本
会
の
運
営
に
指
導
・
助
言
者
と
し
て
貢
献
す
る
こ
と
と

し
て
、
役
員
会
に
お
い
て
役
員
の
承
認
の
も
と
決
定
す
る
。

第
４
章　

会
議

　
（
種
別
及
び
構
成
）

第
17
条　

本
会
の
会
議
は
、
総
会
及
び
役
員
会
と
し
、
総
会

は
通
常
総
会
及
び
臨
時
総
会
と
す
る
。

２　

総
会
は
、
会
員
を
も
っ
て
構
成
し
、
役
員
会
は
、
役
員

を
も
っ
て
構
成
す
る
。

　
（
権
能
）

第
18
条　

総
会
は
、
次
の
事
項
を
議
決
す
る
。

　
（
１
）
事
業
計
画
に
関
す
る
事
項

　
（
２
）
予
算
及
び
決
算
に
関
す
る
事
項

　
（
３
）
会
則
の
改
正
に
関
す
る
事
項

　
（
４
）
そ
の
他
、
本
会
の
円
滑
な
運
営
に
関
す
る
重
要
な
事

項
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２　

役
員
会
は
、
次
の
事
項
を
協
議
執
行
す
る
。

　
（
１
）
総
会
に
付
議
す
る
事
項

　
（
２
）
総
会
に
お
い
て
議
決
し
た
事
項
の
執
行
に
関
す
る
こ

と

　
（
３
）
そ
の
他
、
本
会
の
円
滑
な
運
営
に
関
す
る
事
項

　
（
召
集
及
び
開
催
）

第
19
条　

総
会
の
会
議
は
、
会
長
が
召
集
す
る
。

２　

総
会
を
召
集
す
る
に
は
、
会
員
に
対
し
、
会
議
の
目
的

た
る
事
項
及
び
そ
の
内
容
並
び
に
日
時
及
び
場
所
を
示
し

て
文
書
を
も
っ
て
通
知
す
る
。

３　

通
常
総
会
は
、
毎
年
１
回
開
催
す
る
。

４　

臨
時
総
会
は
、
役
員
会
が
必
要
と
認
め
た
と
き
、
又
は

総
会
員
の
４
分
の
１
以
上
の
者
か
ら
会
議
の
目
的
た
る
事

項
を
示
し
て
請
求
が
あ
っ
た
と
き
開
催
す
る
。

５　

役
員
会
は
、
必
要
な
と
き
随
時
開
催
す
る
。

　
（
客
足
数
及
び
議
決
条
件
）

第
20
条　

会
議
は
、
総
会
に
お
い
て
は
会
員
、
役
員
会
に
お

い
て
は
役
員
の
そ
れ
ぞ
れ
２
分
の
１
以
上
の
出
席
に
よ
っ

て
成
立
し
、
出
席
者
の
過
半
数
の
同
意
を
も
っ
て
議
決
す

る
。
但
し
、
可
否
同
数
の
場
合
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

２　

会
議
の
議
長
は
、
そ
の
会
議
に
出
席
し
た
会
員
等
の
中

か
ら
選
出
す
る
。

３　

や
む
を
え
な
い
理
由
に
よ
り
総
会
に
出
席
で
き
な
い
会

員
は
、
予
め
通
知
さ
れ
た
会
議
の
付
議
事
項
に
つ
い
て
、

書
面
を
も
っ
て
表
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
は
、

前
項
の
適
用
に
お
い
て
出
席
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
５
章　

会
計

　
（
経
費
）

第
21
条　

本
会
の
経
費
は
、
会
費
、
寄
付
金
そ
の
他
の
収
入

を
も
っ
て
充
て
る
。

　
（
会
計
年
度
）

第
22
条　

本
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
４
月
１
日
か
ら
翌
年

の
３
月
３
１
日
ま
で
と
す
る
。

　
（
決
算
）

第
23
条　

本
会
の
収
支
は
、
毎
年
度
、
監
事
の
監
査
を
経
て
、

総
会
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。

第
６
章　

個
人
情
報
保
護
に
対
す
る
取
扱
い

　
（
個
人
情
報
保
護
の
取
扱
い
）

第
24
条　

本
会
は
会
員
の
個
人
情
報
保
護
に
関
し
、
以
下
に

あ
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
会
員
が
本
会
に
入
会
し
て
い
る

期
間
お
よ
び
本
会
を
退
会
し
た
後
も
第
三
者
に
対
し
て
個

人
情
報
の
開
示
、
提
供
ま
た
は
漏
洩
の
な
い
よ
う
適
正
か

つ
適
切
な
取
扱
い
を
行
な
う
。

　
（
１
）
会
員
個
人
の
自
宅
の
住
所
、
電
話
番
号
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
番

号
等

　
（
２
）
会
員
か
ら
の
申
し
出
に
よ
る
所
属
事
業
所
名
及
び
住

所
、
電
話
番
号
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
等

第
７
章　

会
則
の
変
更
及
び
委
任

　
（
会
則
の
変
更
）

第
25
条　

こ
の
会
則
を
改
正
す
る
と
き
は
、
役
員
会
の
発
議

に
よ
り
、
総
会
に
お
い
て
議
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
委
任
）

第
26
条　

こ
の
会
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
会
則
の

施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
役
員
会
の
協
議
を
経
て
、

別
に
定
め
る
。

　
　

附　

則

１　

こ
の
会
則
は
、
平
成
15
年
６
月
14
日
か
ら
施
行
し
、
平

成
15
年
４
月
１
日
か
ら
適
用
と
す
る
。

２　

こ
の
会
則
の
施
行
日
以
後
、
最
初
に
選
任
さ
れ
た
役
員

の
任
期
は
、
第
１
２
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

平
成
16
年
３
月
31
日
ま
で
と
す
る
。

　
　

附　

則

１　

こ
の
会
則
は
、
平
成
16
年
６
月
19
日
か
ら
施
行
し
、
平

成
16
年
４
月
１
日
か
ら
適
用
と
す
る
。

　
　

附　

則

１　

こ
の
会
則
は
、
平
成
17
年
６
月
18
日
か
ら
施
行
し
、
平

成
17
年
４
月
１
日
か
ら
適
用
と
す
る
。

　
　

附　

則

１　

こ
の
会
則
は
、
平
成
18
年
５
月
28
日
か
ら
施
行
し
、
平

成
18
年
４
月
１
日
か
ら
適
用
と
す
る
。
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平成20年度
さいたま市介護支援専門員協会【年間事業計画】

月
全体・執行部主催研修 北・南地区活動 施設ケアマネ研修 研修委員会

役員会 備　　考
内　容（協賛研修含む） 内　　容 内容 広報委員会

４月
執行部会
役員会

５月
通常総会 広報委員会 執行部会

（全体研修）基調講演 研修委員会 役員会
施設ｹｱﾏﾈ委員会

６月

ケアマネサロン

広報委員会 執行部会
施設ケアマネ研修 研修委員会 役員会

施設ｹｱﾏﾈ委員会

７月
全体 ( 接遇）研修 広報委員会 執行部会

研修委員会 役員会

８月
広報委員会 執行部会
研修委員会 役員会

９月
広報委員会 執行部会

施設ケアマネ研修 研修委員会 役員会
施設ｹｱﾏﾈ委員会

１０月
広報委員会 執行部会
研修委員会 役員会

施設ｹｱﾏﾈ委員会

１１月
全体 ( 医療）研修 広報委員会 執行部会

研修委員会 役員会

１２月
広報委員会 執行部会

施設ケアマネ研修 研修委員会 役員会
施設ｹｱﾏﾈ委員会

１月
行政交流会 広報委員会 執行部会

研修委員会 役員会
施設ｹｱﾏﾈ委員会

２月
広報委員会 執行部会
研修委員会 役員会

施設ｹｱﾏﾈ委員会

３月
行政説明会 広報委員会 執行部会

施設ケアマネ研修 研修委員会 役員会
施設ｹｱﾏﾈ委員会
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メーション　　 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◇◆

ン活動企画の一環として、役立ててください☆

　紙面の都合上、提供いただいた内容のごく一部のみ掲載いたしました。さらに詳しい内容にて講習会等
をご希望の幹事さんは、下記の賛助会員さん宛てご連絡ください。各々 30 分程度の講習会を無料にて行っ
ていただけるとのことです。

情報提供
『　福祉用具のマメ知識＜ベッド編＞　』
　　パラマウントベッド株式会社さいたま支店　　錦 正道（賛助会員）　　連絡先℡ 048-852-0707

『　聞こえとコミュニケーション障害　』
　補聴器体感店ベルクリア　　石橋 潤（賛助会員 )　　連絡先℡　048-822-3214

１／３が難聴

　65 歳以上の１／３の方が難聴であると言われてい
ます。
　難聴は少しずつ進んでしまうため、実際には 10％
くらいの方しか、自覚がありません。そのため、聞き
返しが多い・呼んでも気付かないなど、周りの方が難
聴のサインに気付いて早めに対応する事が大切です。

老人性難聴と認知症

「聞こえが悪い事に気付かない。」「年のせいだと諦め
てしまう。」事で難聴を放置してしまうと、他者との
コミュニケーションがうまくいかず、次第に閉じこも
りがちになり、鬱や認知症の原因になると言われてい
ます。

現在の補聴器

　しばらく前までは「雑音がうるさい」と使いづら
かった補聴器も、にぎやかな所では自動的に雑音をお
さえ、声を聞きやすくする機能がついてからは、とて
も使い心地が良くなりました。さらに小さく目立た
ず、こもり感も少ない新型の補聴器は、今まで聞こえ
づらさを我慢していた軽度の方にも人気が高いです。

ベルクリアの社会活動

　ベルクリアでは聞こえづらいご本人、介護に携わっ
ている方々に難聴に対する理解・関心を深めていただ
けるように、スライドを使った勉強会を開催しており
ます。
　また、無料でご自宅や施設に訪問し、聴力測定や補
聴器の試聴を行っております。補聴器や耳鼻科に通う
のが困難な方に、非常に喜ばれております。

聞こえとコミュニケーション障害
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◆◇◇◆◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇　　インフォー
☆業務に役立つ情報として、各区で開催するサロ

◇　福祉用具のマメ知識 ＜安全にご使用いただくために＞

＜ベッド編＞

【問題】　ご利用者がベッドから転落してしまう場合
　　　　どこから落ちるケースが最も多いでしょうか？

　　　　　①サイドレールの隙間から
　　　　　②サイドレールを乗り越えて
　　　　　③サイドレールのないところから

①
②

③③

マットレス

※サイドレールについての注意事項
サイドレールにはすき間があります。すき間に身体の一部がはさまれたり圧迫される可能性があり、身体の障
害や生命にかかわる事故につながるおそれがありますので、十分にご注意ください。

★ポイント　「サイドレールの高さに注意しましょう」
サイドレールの高さが低いと、サイドレールを乗り越えて転
落する恐れがあります。
サイドレールは、ベッドご利用者が側臥位の寝姿勢をとった
とき、身体の中心線（鼻とへそを結ぶ線）よりも上端が高い
ものを選びましょう！

【答え】　　②サイドレールを乗り越えて
＜ベッド周りの転落事例＞

データ A：医療安全対策ネットワーク整備事業（ヒヤリ・ハット事例収集等事業）
            「重要事例情報」「医療用具 / 諸物品情報」より
データ B：平成 12 年度厚生労働科学研究補助金（医療技術評価総合研究事業）
            「医療のリスクマネジメントシステム構築に関する研究」班（主任研究者：川村治子）の「転倒転落マップ」より

柵を乗り越え

柵のない所から

柵の隙間から

柵を抜く／下げる

その他

41％

25％

17％

15％

2％
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リニューアルしたので見てくださ〜い !!

会員の住所・事業所等登録事項に変更があった場合や入会・退会希望の場合は事務局ま
でご連絡下さい．

　　　　　　さいたま市介護支援専門員協会　事務局　野崎・西間木
　　　　　　　（財）さいたま市在宅ケアサービス公社内
　　　　　　　　　電話番号　048-645-7470　　　　　FAX　048-645-7500

事 務 局 よ り

ホームページ
h t t p : / / www . s a i t am a s h i - k e am a n e . j p　

ほ の ぼ の さ ん ぽ

　梅雨の中休みがやたらと長くて、たまに張り切りま
くる梅雨前線は、普段は全く何もしないくせに、突然、
間が悪い時に家族サービスに張り切る世の中の旦那衆
並み（自分含む）に迷惑極まりないモノだなぁ…なん
て考えてみたり、最近「かたつむり」見てないなぁド
コいっちまったんだろ？なんて思ってみたり、相変わ
らず無駄な脳細胞の活用をしている…そんなある日の
事。ガキンチョを連れてキリンのロゴマークの某有名
大型玩具店に行ってみた。
　広い店内。たくさん買えよと言わんばかりの大きい
カート。魂を揺るがすオモチャの数々。展示品に突撃、
バラまくガキンチョ。ソレを引き離し、さりげなく陳
列し直す親。泣くとみせかけて次の標的に突撃するガ
キンチョ…ソレはまさしく戦場！！
　そんな戦いをカミさんにとっとと押し付けて、おそ
らく一生買ってくれないであろうゲーム機の画面を羨
望の眼差しで見ていたら、カートよりシルバーカーが

孫のためなら頑張るさ！？
浦和しぶや苑　松本　幸司

似合う老夫婦がやってきた。
　２人とも耳が遠いのかやたらと声がデカイので会話
が丸聞こえ。どうやら孫の誕生日に「DS」のゲームソ
フトを買いにきたようだ。ジッチャンが自信をもって

「コレだ！」と手にしたのは「PS Ⅲ」のソフト…訝し
げなバッチャンの顔を顧みず、レジにむかって歩く
ジッチャンの背中は大きく見えた…。
　確かに世の中は「横文字」「カタカナ」で溢れかえっ
ていて、紛らわしいったらアリャしない。足元のバリ
アフリーも結構だけど、表示のバリアフリーも必要な
のかも？？
　ジッチャーン！間違いなく「PS Ⅲ」の本体も買わ
されるハメになりますよ～！！
　孫は喜ぶと思うけどね☆

　※戦いをとっとと放棄した夫に訪れた災難に関して
はノーコメントとします…

　今年度、初めの広報誌には「会則」「年間事業計画」「役員名簿」を掲載させていただきました。目を通し
ていただいた後も保存していただければ…と思います。
　会長が新しくかわったのだから、広報誌も新しく…とは、なかなか急には難しいとは思いますが「読んで
いただける広報誌」を目指して、頑張っていきます。
　尚、今回の「インフォメーション」に記載させていただいたような、会員の皆様に周知したら良いのでは？
という事がございましたら連絡をいただけると助かります！

あとがき


